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不審者侵入事件を契機とする 〈学校安全〉主題化のポリテ ィ クス

一 「開か れ た 学校」 をめ ぐる言説 との 関係を中心 と して一

桜井　淳平 （筑波大学大学院）

1．研究の背景 と目的

　1990年代末以降，学校管理 ドに お ける事件 ・事故

等 の 発生 ・
報道 が 相次ぎ，学校 に 対 して安全 確保 を

要求す る まなざしが強ま っ て い る 。 そ して，文部科

学省を中心に学校安全施策が推 し進められ，学校保

健安全法施行 に ひ とっ の 結実をみ た 。
こ の 間に く学

校安全〉は社会的な重要課題 として 浮上 ・定着 し，

多くの 人 々 が主体的 に参画す る もの となっ たとい え

る。本稿 で は，1999〜2005 年 に連発 した学校 へ の 不

審者侵入 事件を契機とする 〈学校安全〉施策 の 立案 ・

決定 ・問 い 直しの 過程 とそ こ にみられるポ リテ ィ ク

ス を明らか にするこ とで ，〈学校安全〉の 主題化過程

の
一

端 をっ か む こ と を目的 とす る。そ して 結論を先

取 りするなら，「「池 田小事件」 の イ ン パ ク トが 大き

か っ た か らで あ る」 とい う 「常識的解答」
へ問い 直

しを迫 る もの と な る。

　 〈学校安全）の 主題化過程は，治安施策の 展開 （清

水，2007 ）や子 どもの 犯 罪被害 に 関わ る事件報道の

変化 （桜井，2014）を描くこ とで その
一

端はつ か ま

れ て きたと言えるが， 次の 視点が足 りて い なか っ た。

第
一一一

に，「学校に関わる問題 」 として捉えて い く視点

で あ る。「安全」とい う課題が学校 に 人 り込 む こ とは，

学校 の 機能 役割，位置づ けを揺るがす事態 で あっ

た と考え られるた め，単なる治安施策の
一
部で はな

く，学校教育施策と して い か に議論された か とい う

視点か ら，主題化の 契機を読み とく必要がある。第

二 に ， 事件の 発生と施策 の 立案 ・決定 ・問い 直しの

繰 り返 しの 過程 と して 捉える視点で ある。前に行わ

れた施策を批判するか たちで よ り多くの 人 々 を動員

す る ような積極策が講 じ られ る 流れも考えられ るか

らで ある。第 三 に，ポ リテ ィ クス へ の 着 目で ある。

例 え ば 多くの 資源 が動員 され た り
，

「安全 1 と対立 す

る価値との 間の 葛藤が 調整され る こ とで，〈学校安

全〉施策は 立ち上が っ て い くか らで ある。社会変動

の なか で の 学校 の 位置づ けの 揺 らぎを捉えて い くこ

とは極め て教育社会学的課題であり，い まなお 「安

全 」 の 問題 が学校の 正 当性を揺さぶ る状況をふ まえ

ると， その 源泉を掴む意味で重要な作業となろ う。

2．分析の視点 ・対象

　政治 とは 「絶えず潜在的な紛争を孕んで い る とい

う条件に おい て （…）ある種 の 椥 芋を創出 し，人間

の 共存を組織し ようとす る実践 言説，制度の 総体」

（M。uffe 訳書，2001，　 p．29），「個別の 利益や要求を

（…）価値 ・資源の配分の決定 に変換させ る相互作

用 」 （問場，2000，p．6） と い う指摘 を ふ ま え，本稿

で は次の よ うなポ リテ ィ ク ス に 着 目 し て （学校安全 〉

施策 の 構築過程を捉 える
一

い か なる価値 の 対 立 ・

葛藤 の 調整が見 られたか （安全と教育，平等と自主

性な ど），い か に社会関係 が組織 されたか （学校
一

地

域，国
一
地方など），主体的動員や予算の 調達がい か

に 達成 されたか とい っ た点 で ある。施策をめ ぐる論

争とその 結果をみ る こ とが 重要 で あるた め，分析対

象は  国会会議録 と，  文部科学省の 〈学校安全〉

に 関 わ る通知等・刊行物・
調査の 大きく2 つ とする。

3．〈学校安全〉主題化の 過程とポ 1
丿テ ィクス

（1） 「池田 小事件」 直後の 議論か ら

　以 下 で は分析 の 結果 を 3 つ の 時期 に 区分 して み て

い く．まずは 「池田小 事件」 （2001／06）直後の 議論

をT一が か りに す る。こ こ で 〈学校安全〉を推 し進 め

た点として 着眼す べ きは 2 つ ある。第
一

に，1 年半

前 に発生 して い た 「口野小事件 」 （ユ999／12）が思 い

起 こ され，事件後に文部省が 出 した安全管理 の 点検

項 目が遡及的 に批判 され た こ とで ある。点検項目の

なか に 「現場で の 不審者対応 」 が 欠落して い た こ と

が指摘され、か く して 「池田小事件」 は 1年半前の

「教訓」 を活か せ なか っ たために起 きたと述べ られ

た。さらに 「目野小事件」 の ような学校 における凶

悪犯罪はどの くらい 発生 して い たの かとの 問 い に，

学校を発生場所 とす る刑法犯 （数万単位）が 示 され

る とい うや り取りが国会で み られ ， 多数ある類似の

の 事件を減 らすためにも，点検項 目の 見直 し と実施

状況の フ ォ ロ
ーが必要だ とい う言説が導か れ た。

　第二 に，「開かれ た 学校」 を推進 して い る なか で，

安全管理 との バ ラ ン ス をどうとっ て い くか が 論点 と

な っ たこ とで あ る 。 ただ こ の ときは両方の 重要性 が

確認 され，矛盾をはらん だまま両立の 方向性が 示 さ

れ る こ とは なか っ た 。 その 背後にはい くつ か の 事 清

が関係して い た こ とがみ て とれ る。最も重要なの は，

当時進行 して い た新時代の 学校教育をめぐる議論 の

存在で あ る。 学校 の 閉鎖性や画
一

性を乗 り越 え る た

めの 議論が大詰めを迎え，2000 年の 学校評議員制度

の 導入に加え，教育改革国民会議で の 議論や，国会

で の 教育改革三 法 に 関わ る審議で，学校 と地域の 新

たな関係 が構想され て い た。 「池田小学校の事件は，
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学校 と地域がどの よ うに あ るべ きか とい うこ とを

我々 に突きっ けて い る」 との 国会で の 発言に あ る よ

うに ， 事件は学校が危機的状況に ある とい う前提の

正 しさや 「開か れた学校」 の 必要性を再確認す る機

会 となっ たと考え られる。

　 それに加えて ，
「開かれた学校」を推進するこ とは ，

国 の 責任回避 とい う政治で あると解釈で きる。 文科

省サイ ドは，「池田小事件」の ような事件は教員や設

置者だけで は 対処 で きない と述べ
， 地域との 連携 ・

協力体制 の 必要性を論 じて い る。また，「開かれた学

校 」 と安全 管理 を両立 させ る工 夫 は 各自治体 ・各学

校が行うべ き との 見解も示 して い る。これ らは，「池

田小事件」 と今後の 事件をめ ぐる責任 の 分散化 で，

そ の 結果 と し て多くの 主体の 参画 を 促す施策が 立

案・決定されてい っ た こ とを示唆してい る。そ して，

地方教育行政の 自主性をで きる限 り確保 して 国の 介

入 は避 けるべ き とい う議論 が 当時進行 して い た こ と

も，背後で こ の 姿勢を支持 して い たと推測で きる。

ゆえに，「池田・Jev牛」 は 国の管理 下だ っ た にもか か

わ らず，国会審議で 国の 責任 を 追及する声は，後 の

「寝屋川小事件」 に比 べ る と強くは なか っ た。

（2）「池 田小事件」後の施策とその軌道修正

　次に 2002年末か ら 2004年前半の 施策文書を 手 が

か りにする （こ の 時期は殺人事件が起きて い ない の

で あま り国会で議論されない）。「池田小事件」後に

推 し進められた施策の 特徴 は以 下 の 2 点 に まとめら

れる。 第
一

に ，
ソ フ ト／ ハ

ー
ド両面 で の 推進 で ある 。

事件直後 の 議論で は ソフ ト面が盛んに語 られたが，

そ こ にハ
ー

ド面の 対策も折 り重ね られ，監裾 幾器 の

有効腔も積極的に語 られ る よ うに な っ た。「開かれ た

学校」 につ い て も 「不審者に 対 して何の 備え もなく

空間が開かれ て い る こ とを意味するもの で は な い 」

とい う留保 を加えた 表現が用 い られ て い る。地域の

様々 な人や団体に 監視カメ ラ も加わ り，教職員以外

が安全管理を行 うこ とへ の 指摘が増えた点が重要 で

ある。第二 に，対策 をい か に施す か を地方 に委ね る

か たちで 予算化された こ とで ある 。
「子 ども安心プ ロ

ジェ ク ト」 （2002 年度〜）で は ソフ ト面で の 対策が

マ ニ ュ ア ル
・事例集作成とい うか たちで 予算化 され

た 。

一
方ハ ード面 で は，学校施設 の 大規模改修工 事

に補助がつ けられたり， 監視カ メ ラの 設置経費へ の

交付税措置がとられたりと，どちらも各 自治体 ・各

学校の 実情に沿っ て計画する こ とを促して い る。

　2003年 12月に 2 日連続で発生 した不審者に よる

傷害事件は，こ うした施策の 方向性 に 変更を追っ た。

文科省が組織 した緊急対策チ
ー

ム が 翌年 1 月にまと

め た 厂学校安全緊急ア ピー
ル 」 で は，こ れまで にな

い危機感が表明されて い る。この 内容か らは，国の

リ
ー

ダー
シ ッ プの も とで実効 陸の あ る提言 を行 うと

い う点と，教職員の責任を再度強調するとい う点で，

　「池田小事件」後の 施策か らの 軌道修正 が読み とれ

る。地域との 連携を推進するだけで な く教職員を中

心 に体制を明確化する こ とや，監視機器を採り入 れ

るだけで なく教職員 が きちんと運用す るこ とが語 ら

れ ， 対策 の 実効性 が 強調されて い る。

（3） 「寝屋川小事件」直後の議論から

　最後に，「寝屋川小事件」 （2005／02）直後 の 議論 を

手がか りにす る 。
「池田小事件」以来の 殺人事件で あ

っ た こ とに加え ， 事件をめぐる 2 つ の 特質が これま

での 国 の （学校安全〉施策 へ の 強い 批判を導い た。

第
一

に，卒業 生 に よ る犯行 だ っ た た め，教師は 不審

者と疑わず声をか けた こ とで被害に あ っ た。こ の事

実か ら，「先生は危機対応マ ニ ュ アル 通 りに行動して

い た に もか か わ らず亡 くなっ た 」 と問題提起され，

マ ニ ュ ア ル ，事例集，通知等に終始してきた従来 の

施策と，教職員 の 役割の 大きさを強調 した 「学校安

全 緊急 ア ピー
ル 」 に批判 の 矛先 が 向い た。第 二に，

設置 されて い る監視カ メラが前校長の 私費負担に よ

る もの で，市内全小 学校で 同様の状況だ とい うこ と

が 暴 かれ た。こ の 事実か ら，国 は適切 に予算措置 を

で きて い ない こ とに加え，安全 に かけられ る資金 の

「格差」 が問題で ある との批判が展開された。この

批判に は，2003年度か ら行わ れ て い る 「学校の 安全

管理 の 取組状況に関する調査」 の 都道府県間，国公

私間の 比較デ
ー

タ が資源と して 用い られ て い る。

　 こ うして，教職員 の 負担を和 らげ，マ ニ ュ ア ル 作

成な どの 消極的なもの で はない 策を，全国
一
律に国

の 責任 で行 うとい う点 で，警備員の 配置を求める言

説に収斂した。こ れに対 し，文科省サイ ドも
一

定 の

論戦 を挑 ん で い る。す な わ ち，各自治体や各学校 の

お かれ て い る状況の 違い を指摘 し、設置者に その 責

任を引き続き委ね る戦略で ある。国 と地方の 責任の

所在を め ぐる この 論戦 の なか で は，互 い が，当時並

行して行われ て い た義務教育費国庫負担制度 へ 言及

す る こ とで 自身 の 論を正当化させ て い た。そ して，

責任をめぐるせ めぎ合い を調停す るひ とつ の 解とな

っ た と読み 取れ るの が ， 新たに 7 億 5 千万 に の ぼ る

予算が計 上 されたス ク
ー

ル ガ
ー

ド （・リ
ーダー

）事

業で あ る。地域の 人材を ボラ ン テ ィ ア と して 活用 し

っ っ 警察との 連携も実現する施策で ある こ とか ら，
「地域 ぐるみ」 を主た る方針 として きた これまで の

施策を踏襲す るこ とが可能となる。
…−h

’
，ス ク

ー
ル

ガード・リーダーに よっ て，国の 責任で 予算を計上

して質を保障して い る とい う主張が可能で あり，両

者 の 批判 に応 えられ る 事業とな っ て い る。こ の 施策

は 〈学校安全〉 に警察 が本格的 に参入する契機と読

み とれ る。事件後に出された通知 「学校安全の ため

の方策の再点検等に っ い て 」 で は，多くの 紙幅が学

校と警察の 連携 の 方策に割 かれ て い る。

※具体的な言説 ・
引用文献は当日配付資料を参照。
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